
省

令

平成˜ 年 月™�日 水曜日 (号外第™™™号)官 報

（
処
分
の
通
知
）

第
四
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
関

係
公
安
委
員
会
の
意
見
の
提
出
が
あ
っ
た
認
定
申
請
に

つ
い
て
、
法
第
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項

又
は
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
に
関
す
る

処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
処
分
の
内

容
を
当
該
関
係
公
安
委
員
会
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。

（
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画
等
の
変
更
の
認
定
）

第
五
条

第
一
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
十

四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
道
路
運
送
高
度
化
実
施
計
画

の
変
更
、
法
第
二
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
乗
継
円

滑
化
実
施
計
画
の
変
更
及
び
法
第
三
十
条
第
六
項
に
規

定
す
る
新
地
域
旅
客
運
送
事
業
計
画
の
変
更
に
係
る
認

定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
命
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
雇
用
保
険
印
紙
及
び
健
康
保
険
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

雇
用
保
険
印
紙
及
び
健
康
保
険
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
七
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
（
第
一
条
第
一
項
を
除
く
。）「
公
社
総
裁
」
を
「
会
社
の
代
表
者
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
総
裁
」
を
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
の
代
表
者
」
に
、「
以
下
「
公
社
総
裁
」」を

「
以
下
「
会
社
の
代
表
者
」」に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
厚
生
保
険
特
別
会
計
」
を
「
年
金
特
別
会
計
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
公
社
総
裁
」
を
「
会
社
の
代
表
者
」
に
、「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
郵

便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。）」
に
改
め
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
中
「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
」
に
改
め
る
。

（
特
許
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

特
許
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

本
則
中
（
第
一
条
第
一
項
を
除
く
。）「
公
社
総
裁
」
を
「
会
社
の
代
表
者
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
総
裁
」
を
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
の
代
表
者
」
に
、「
以
下
「
公
社
総
裁
」」を

「
以
下
「
会
社
の
代
表
者
」」に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
、「
公
社
か
ら
」
を
「
会
社
か
ら
」
に
、「
郵
政
窓

口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
」
を
「
郵
便
窓
口
業
務
の

委
託
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
二
百
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
十
一
条
」の
下
に「
第

二
項
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。）」
に
、「
郵
政
窓
口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
第
七
条
」
を

「
郵
便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
」
に
、「
委
託
事
務
」
を
「
再
委
託
業
務
」
に
改
め
る
。

（
登
記
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

登
記
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

本
則
中
（
第
一
条
第
一
項
を
除
く
。）「
公
社
総
裁
」
を
「
会
社
の
代
表
者
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
総
裁
」
を
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
の
代
表
者
」
に
、「
以
下
「
公
社
総
裁
」」を

「
以
下
「
会
社
の
代
表
者
」」に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
、「
公
社
か
ら
」
を
「
会
社
か
ら
」
に
、「
郵
政
窓

口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
」
を
「
郵
便
窓
口
業
務
の

委
託
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
二
百
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
十
一
条
」の
下
に「
第

二
項
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。）」、「
郵
政
窓
口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
第
七
条
」
を「
郵

便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
」
に
、「
委
託
事
務
」
を
「
再
委
託
業
務
」
に
改
め
る
。

（
郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

郵
便
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
第
二
条
中
「
郵
便
物
に
つ
い
て
は
、」の
下
に
「
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
郵
便
法
施
行
規
則
（
以

下
「
新
郵
便
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
条
中
「
第
十
八
条
」
を
「
新
郵
便
法
施
行
規
則
第
十
八
条
」
に
、「
別
記
様
式
」
を
「
新
郵
便
法
施
行
規

則
別
記
様
式
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
条

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
郵
便
法
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
収
支
の
公
表
は
、
従
前
の
例
に
よ
り
、
会
社
が
行
う
。

２

前
項
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
郵
便
法
施
行
規
則
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
規

則
」
と
い
う
。）第
十
九
条
並
び
に
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
公
社
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
四
十
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
同
条
第
四
号

ロ
並
び
に
第
四
十
四
条
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
規
則
第
十
九
条
中
「
法
第
七

十
五
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
等
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

〇
総
務
省
令
第
百
十
三
号

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、公
職
選
挙
郵
便
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

総
務
大
臣

増
田

寛
也

公
職
選
挙
郵
便
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
公
職
選
挙
郵
便
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

公
職
選
挙
郵
便
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
郵
政
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
（
第
二
条
及
び
第
八
条
を
除
く
。）「
公
社
」
を
「
会
社
」
に
、「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
」
に
改
め

る
。第

二
条
第
一
項
中
「
及
び
郵
便
局
」
を
「
及
び
郵
便
事
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。）の
営
業
所
」に
、

「
日
本
郵
政
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。）」
を
「
会
社
」
に
、「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
郵
便
局
名
」
を
「
会
社
の
営
業
所
の
名
称
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
取
り
扱
う
郵
便
局
」
を
「
取
り
扱
う
会
社
の
営
業
所
」
に
、「
公
社
」
を
「
会
社
」
に
改
め
、「
指
定
し

た
」
の
下
に
「
会
社
の
営
業
所
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

（
収
入
印
紙
及
び
自
動
車
重
量
税
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

収
入
印
紙
及
び
自
動
車
重
量
税
印
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
関
す
る
省
令（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
六
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中
（
第
一
条
第
一
項
を
除
く
。）「
公
社
総
裁
」
を
「
会
社
の
代
表
者
」
に
改
め
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
総
裁
」
を
「
郵
便
事
業
株
式
会
社
の
代
表
者
」
に
、「
以
下
「
公
社
総
裁
」」を

「
以
下
「
会
社
の
代
表
者
」」に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
第
二
項
」
に
、「
公
社
か
ら
」
を
「
会
社
か
ら
」
に
、「
郵
政
窓

口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
」
を
「
郵
便
窓
口
業
務
の

委
託
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
十
一
条
」
の
下
に

「
第
二
項
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
を
い
う
。）」
に
、「
郵
政
窓
口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
第
七
条
」
を

「
郵
便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
」
に
、「
委
託
事
務
」
を
「
再
委
託
業
務
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
六
項
」
に
、「
郵
便
局
」
を
「
会
社
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
郵
便
局
長
は
、」を
削
り
、「
請
求
」
の
下
に
「
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
求
」
を
加
え
る
。
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